
区分 転入学検査等の内容
転入学検査等
実施日

とりかい高等支援学校 阪急バス「上鳥飼」から北へ150m / 京阪バス「上鳥飼北」から東へ300mのち府道を南へ200m / 高槻市営バス「柱本団地」から南へ1.2km ― ― ― （今回の募集はありません。）

072-654-9235 https://www.osaka-c.ed.jp/torikai-ks/

むらの高等支援学校 京阪交野線「村野」駅から南へ250m １年 ― ― 面接

072-805-2327 https://www.osaka-c.ed.jp/murano-ks/

たまがわ高等支援学校 近鉄奈良線「河内花園」駅から北へ1km / 近鉄けいはんな線「吉田」駅から南へ1.5km / 近鉄バス萓島線「菱江」から東へ700m １年 ― ― 面接

072-961-4730 https://www2.osaka-c.ed.jp/tamagawa-ks/

すながわ高等支援学校 JR阪和線「和泉砂川」駅から南へ600m １年 ― ― 面接

072-485-3810 https://www2.osaka-c.ed.jp/sunagawa-ks/

なにわ高等支援学校 JR環状線「芦原橋」駅から西へ600m / 南海汐見橋線「芦原町」駅から西へ200m / シティバス「芦原橋駅前」から西へ600m ― ― ― （今回の募集はありません。）

06-6561-7361 https://www2.osaka-c.ed.jp/naniwa-ks/

○ 職業学科を設置する知的障がい高等支援学校における令和７年度２学期（９月）初め（８月１日転入学）の転学機会

１　転入学検査等を実施する学年・内容等は、以下の表のとおりです。
２　募集人員については、各校ごとに若干名です。
３　職業学科を設置する知的障がい高等支援学校への転学を希望する場合は、在籍校に相談してください。

　府内の特別支援学校、高等学校、高等専門学校、中等教育学校の後期課程に在学し、次の１～４のいずれにも該当する者とします。

　　１　本人及び保護者（本人に対して親権者であって、原則として父母、父母のいずれかがない場合は父又は母、親権者が無い場合は後見人。）の住所が府内にある者
　　２　令和７年３月に中学校若しくはこれに準ずる学校、義務教育学校又は中等教育学校の前期課程を卒業又は修了した者
　　３　療育手帳を所持している者又は児童相談所等の公的機関により知的障がいを有すると判定を受けた者
　　４　自主的な通学が可能である者

　②　希望する高等支援学校への問合せ期
間：

　①　在籍校との相談期間： 令和７年７月９日（水）～７月16日（水）（土・日・祝日を除く。）

　◆応募資格

　◆日程

　◆注意事項

令和７年７月28日（月）、29日（火）（転学を希望する高等支援学校が指定する日）

令和７年７月22日（火）、23日（水）（必要書類は在籍校から転学を希望する高等支援学校に提出することとしています。）

令和７年７月16日（水）、17日（木）、18日（金）（在籍校を通じて、転学を希望する高等支援学校にお問い合わせください。）

　④　転入学検査等の実施日：

　③　転入学希望の受付日：
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